
議案第９号 

   みよし市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための条例及びみよし市児

童発達支援事業所設置条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和５年３月１日提出 

                         みよし市長 小 山   祐     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   説 明 

 この案を提出するのは、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施

行に伴い必要があるからである。 



   みよし市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための条例及びみよし

市児童発達支援事業所設置条例の一部を改正する条例 

 （みよし市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための条例の一部改正） 

第１条 みよし市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための条例（平成１

８年三好町条例第５号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第１項中「災害その他の厚生労働省令」を「同条第１項に規定する災害その他

の主務省令」に改める。 

 （みよし市児童発達支援事業所設置条例の一部改正） 

第２条 みよし市児童発達支援事業所設置条例（平成２６年みよし市条例第２４号）の一

部を次のように改正する。 

  第８条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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みよし市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための条例の一部改正新旧対照表（第１条関係） 

改正案 現行 

（介護給付費等の額の特例） （介護給付費等の額の特例） 

第4条 法第31条の規定に基づく介護給付費等の額の特例の適用を受けようとする者は、同条第1項に規定する災害

その他の主務省令で定める特別の事情を証明する書類を添付して、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提

出しなければならない。 

第4条 法第31条の規定に基づく介護給付費等の額の特例の適用を受けようとする者は、災害その他の厚生労働省

令で定める特別の事情を証明する書類を添付して、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければな

らない。 

(1)以下 略 (1)以下 略 

2 略 2 略 

 

みよし市児童発達支援事業所設置条例の一部改正新旧対照表（第２条関係） 

改正案 現行 

（利用料） （利用料） 

第8条 事業所において、法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援を受ける通所給付決定障害児等の保護者

は、市長の指定する日までに、法第21条の5の3第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定し

た費用の額の利用料を納付しなければならない。 

第8条 事業所において、法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援を受ける通所給付決定障害児等の保護者

は、市長の指定する日までに、法第21条の5の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定し

た費用の額の利用料を納付しなければならない。 

 


